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■問 □松 農林課林政鳥獣対策係（☎内線2618）
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□本 ＝本庁舎　□松 ＝松井田庁舎　□谷 ＝谷津庁舎　□ク ＝碓氷川クリーンセンター　□ス ＝スポーツセンター

　安中市国民健康保険の被保険者および市内に住所を有する群馬県後期高齢者医療制度の被保険者を対象
に「日帰り人間ドック」の検診費助成を実施します。希望者は市役所窓口もしくは電子申請でお申し込み
ください。
　なお、このドックを受診すると、「特定健康診査」、「後期高齢者健康診査」を受診したことになりま
す。40歳以上75歳未満の人で内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）に該当すると判定された人に
は後日、特定保健指導利用券と利用案内を送付しますので、必ず特定保健指導を受けてください。

　無許可の捕獲は法令違反となり、処罰の対象とな
る可能性があります（1年以下の懲役または100万円
以下の罰金）。
　また、ワナなどで他人（飼い猫などを含む）にケ
ガを負わせた場合は、損害賠償請求が発生する可能
性があります。

　捕獲した動物の処理は、捕獲した人が担うのが原
則です。なお、アライグマなどの外来種を運搬し、
逃がすことは法令違反であり、処罰の対象となる可
能性があります（3年以下の懲役または300万円以下
の罰金）。

※市は、有害鳥獣捕獲隊などの協
力により、過去5年間で主に左
表の動物を捕獲しました
※安中市は、「群馬県鳥獣保護管理
事業計画」に基づき、野生動物
の捕獲を行っています

※令和6年度は1月31日までの数値 ■問 □本 国保年金課国保係（☎内線1113・1114）、□松 住民福祉課税務保険係（☎内線2160）

国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者の皆さんへ
日帰り人間ドック助成のご案内　－年に1度は健康チェックを－

春になると野生動物が活発になります
ワナを仕掛ける前にご相談ください
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令和7年度　人間ドック実施医療機関（五十音順）
医療機関名

有坂内科医院
いわい中央クリニック
公立碓氷病院
櫻井内科医院

正田病院

須藤病院
田口医院
藤巻医院
本多病院
松井田病院
みやぐち医院

住　　　所
安中1－29－1
岩井2465－1
原市1－9－10
郷原130－5

安中1－16－32

安中3532－5
松井田町松井田372
松井田町松井田556
鷺宮205－1
松井田町新堀1300－1
原市3875

電話番号
☎381－0485
☎381－2201
☎385－8221
☎385－8551
☎395－5566

（検診受付窓口）
☎382－3131
☎393－1731
☎393－1324
☎382－1255
☎393－1301
☎384－1126

混雑緩和のため、インター
ネット申請をご利用ください

　二次元コードを読み取り、
申請してください。

■有害鳥獣捕獲の許可はありますか？

■野生動物を捕獲する道具は、ホームセンターや通信販売などで誰でも購入できますが、
　使用する際は市に申請が必要です

■市内における有害鳥獣捕獲数の推移

■捕獲後のことを考えていますか？

　トラバサミの使用は法律で禁止されています。手指がはさ
まった場合、骨折や切断の恐れがあるので、販売していても購
入しないでください。

対象者
●国民健康保険人間ドック
　平成2年3月31日以前に生ま
れ、令和7年4月1日現在、安中市
国民健康保険加入者で、国民健康
保険税を完納している世帯の人
（1世帯2人まで）
●高齢者人間ドック　
　令和7年4月1日現在、市内に住
所を有する群馬県後期高齢者医療
制度加入者で、後期高齢者医療保
険料を完納している人

受付期間・場所
・4月10日（木）
　午前10時～午後5時15分
　□本 保健センター、□松 住民福祉課
・4月11日（金）～21日（月）
　午前8時30分～午後5時15分
　（土日除く）
　□本 国保年金課、□松 住民福祉課
・4月10日（木）午前10時～
　21日（月）午後5時15分

インターネット受付（下記二次元
コード）
※混雑緩和のため、インターネッ
トでの申請をご利用ください
※先着順ではありません
※期間を過ぎると申し込みできま
せん

受付時に持参するもの
　受診者の紙の保険証、資格確認
書または資格情報のお知らせ
検診費助成金
23,600円（眼底検査実施時24,810
円）
※検診費38,200円（眼底検査実施
時39,432円）です。助成金との差
額が自己負担金になります
※50歳以上の男性は、自己負担
金とは別に500円（70歳以上は無
料）を負担すると、前立腺がん検
診が同時に受けられます
※追加分は全額自己負担で、各種
オプション検査など（視力検査・

聴力検査・CA19－9（膵臓がん
マーカー）検査ほか）が可能な場合
があります。詳細は下表の医療機
関にお問い合わせください

受診期間　6月～12月
検診機関　下表のとおり

注意事項
　検診費助成が決定した人でも、
検診日当日までに市外に転出した
場合、安中市国民健康保険、群馬
県後期高齢者医療制度の資格を喪
失した場合は受診できません。資
格喪失後に受診した場合、検診費
助成金は返還してもらいます。
　安中市国民健康保険特定健康診
査または後期高齢者健康診査との
重複受診はできません。重複受診
した場合、重複した分の受診費用
は全額負担してもらいます。


